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平成 23 年８月 22 日 
各   位 

上場会社名   株式会社コージツ 
代表者     代表取締役社長 稲村 聡 
（コード番号  9905） 
問合せ先責任者 経営管理本部長 海老澤 嘉 
（TEL     03-5283-8866） 

投資事業有限責任組合 DRCKJ 及び投資事業有限責任組合 DRCⅡによる 
当社株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更を踏まえた当社の見解 

並びに「投資事業有限責任組合 DRCKJ 及び投資事業有限責任組合 DRCⅡによ

る当社株券等に対する公開買付けに関する反対の意見表明のお知らせ」の 
一部訂正のお知らせ 

 
投資事業有限責任組合 DRCKJ（以下「DRCKJ」といいます。）及び投資事業有限責任組合 DRCⅡ（以下「DRC

Ⅱ組合」といい、DRCKJ 及び DRCⅡ組合を総称して「本公開買付者ら」といいます。）は、平成 23 年８月 19
日、本公開買付者らが平成 23 年７月 22 日に開始した当社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」と

いいます。）に関し、買付条件等の変更（注）（以下「本買付条件等変更」といいます。）を行いました。 
（注）当該買付条件等の変更は、買付予定数の下限を 14,166,086 株から 9,371,565 株（※）へ引き下げること、

及び、公開買付期間の末日を平成 23 年９月１日（木曜日）から平成 23 年９月 15 日（木曜日）とし、

公開買付期間を 40 営業日とすることを含むものです。 
（※）本公開買付者らが平成 23 年７月 22 日に提出した公開買付届出書（本公開買付者らが、平成 23

年７月 29 日に提出した公開買付届出書の訂正届出書及び平成 23 年８月 19 日に提出した公開買

付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）によれば、当該株式数は、当社が平

成 23 年７月 15 日付で提出した第 50 期第２四半期報告書に記載された平成 23 年５月 31 日現在

の発行済株式総数（28,962,000 株）から、同四半期報告書に記載された平成 23 年５月 31 日現在

の当社が保有する自己株式数（194,871 株）を控除した株式数（28,767,129 株）の過半数に相当

する株式数（14,383,565 株）から、上記公開買付届出書提出日現在の本公開買付者らの保有株式

数（5,012,000 株）を控除した株式数とのことです。 
これに伴い、当社は、平成 23 年８月 16 日に開示いたしました「投資事業有限責任組合 DRCKJ 及び投資事業

有限責任組合 DRCⅡによる当社株券等に対する公開買付けに関する反対の意見表明のお知らせ」（以下「８月 16
日付当社プレスリリース」といいます。）の内容を下記のとおり訂正いたします。 

なお、当社は、８月 16 日付当社プレスリリースにおいて、平成 23 年８月 16 日開催の取締役会において、(i)
本公開買付けにおける当社株式の買付価格が低廉であること、及び(ii)本公開買付けが当社の企業価値の向上に

資するとはいえないことから、出席取締役全員の一致により、 
① 本公開買付けに対して反対の意見を表明すること、並びに、 
② 当社の株主及び新株予約権の保有者の皆様に対し本公開買付けへの応募を推奨しないこと 
を決議した旨を公表しておりますが、本買付条件等変更後も上記(i)及び(ii)の判断に変更はありませんので、か

かる意見の内容に変更はございません。 
 

記 
 
訂正箇所には下線を付しております。 
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２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
（５）いわゆる二段階買収に関する事項 
（訂正前） 

（前略） 
なお、本公開買付者らによれば、上記①乃至③の手続については、関係法令についての当局の解釈等の状

況、本公開買付け後の本公開買付者らの株券等所有割合又は本公開買付者ら以外の当社の株主の当社株式の

所有状況等によっては、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があるとのことです。但し、

その場合でも、本公開買付者ら以外の当社の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により、本公開

買付者らが当社の発行済株式の全てを所有することとなることを予定しているとのことであり、この場合に

おいて本公開買付者ら以外の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主が所有して

いた当社の普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。 
 
（訂正後） 

（前略） 
なお、本公開買付者らによれば、上記①乃至③の手続については、関係法令についての当局の解釈等の状

況、本公開買付け後の本公開買付者らの株券等所有割合又は本公開買付者ら以外の当社の株主の当社株式の

所有状況等によっては、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があるとのことです。但し、

その場合でも、本公開買付者ら以外の当社の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により、本公開

買付者らが当社の発行済株式の全てを所有することとなることを予定しているとのことであり、この場合に

おいて本公開買付者ら以外の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主が所有して

いた当社の普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。 
本公開買付届出書（本公開買付者らが、平成 23 年７月 29 日に提出した公開買付届出書の訂正届出書及び

平成 23 年８月 19 日に提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下本（５）

において同様です。）によれば、本公開買付けの結果、本公開買付者らの株式所有割合が 50％超３分の２未

満に止まった場合であっても、本公開買付者らは、上記本スクイーズアウト手続のために必要な議案が当社

の株主総会において可決されるよう、本公開買付けの成立後も引き続き、本公開買付けに応募されなかった

株主の皆様に理解を求めていく所存であり、また、当社に対して株主総会を開催することを要請する予定で

あり、当社が株主総会の招集を行わない場合には、当社株主の立場から株主提案を行うことを予定している

とのことです。当社が８月 16 日付当社プレスリリースにおいて、(i)本公開買付けに対して反対の意見を表

明すること、並びに(ii)当社の株主及び新株予約権の保有者の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨し

ないことを決議した理由の一つとして挙げられている本公開買付価格についても、当社の 100％子会社であ

りグループの主要な事業会社である好日山荘の経営の実情や見通し等を踏まえて、その妥当性につきご理解

を求めていく所存であるとのことです。 
本公開買付届出書によれば、本公開買付者らは、本公開買付けを当社株式を非公開化する目的で実施して

いるため、本公開買付けの結果、本公開買付者らの株式所有割合が 50％超３分の２未満に止まった場合に

は、本公開買付け終了後、法令の許容する範囲で、市場買付け等の方法により、当社株式を追加で取得する

可能性があるとのことです。 
また、本公開買付届出書によれば、本公開買付者らが、上記本スクイーズアウト手続によっても当社の発

行済株式のすべてを取得できなかった場合には、法令上許容されることを条件に、DRCKJ に資金を提供す

る海外の機関投資家が保有する DRCKJ の組合持分すべてを、DRCⅡ組合が譲り受ける予定とのことです。 
 
３．本公開買付者らと当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 
（訂正前） 

本公開買付者らによれば、DRCKJ は、平成 23 年７月 21 日に、当社の筆頭株主であるジャパンファイン

アーツ株式会社（以下「ジャパンファインアーツ」といいます。）（保有株式数 8,018,000 株、保有割合 27.87%）

との間で、同社が保有する当社株式の全てについて、本公開買付けに応募する旨の公開買付けに関する契約

書（以下「本応募契約」といいます。）を締結しているとのことです。本応募契約において、ジャパンファ
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インアーツは、同契約書に基づき本公開買付けの開始日までに DRCKJ が履行又は遵守すべき義務（本公開

買付けを実施する義務、秘密保持義務、本応募契約上の地位・権利義務を第三者に譲渡等をしてはならない

義務）が全ての重要な点において履行又は遵守されていることをジャパンファインアーツが本公開買付けに

応募することの前提条件としているとのことです。但し、上記前提条件が充足されない場合においてもジャ

パンファインアーツが自らの判断にて応募することを妨げるものではないとのことです。 
 
（訂正後） 

本公開買付者らによれば、DRCKJ は、平成 23 年７月 21 日に、当社の筆頭株主であるジャパンファイン

アーツ株式会社（以下「ジャパンファインアーツ」といいます。）（保有株式数 8,018,000 株、保有割合 27.87%）

との間で、同社が保有する当社株式の全てについて、本公開買付けに応募する旨の公開買付けに関する契約

書（以下「本応募契約」といいます。）を締結しているとのことです。本応募契約において、ジャパンファ

インアーツは、同契約書に基づき本公開買付けの開始日までに DRCKJ が履行又は遵守すべき義務（本公開

買付けを実施する義務、秘密保持義務、本応募契約上の地位・権利義務を第三者に譲渡等をしてはならない

義務）が全ての重要な点において履行又は遵守されていることをジャパンファインアーツが本公開買付けに

応募することの前提条件としているとのことです。但し、上記前提条件が充足されない場合においてもジャ

パンファインアーツが自らの判断にて応募することを妨げるものではないとのことです。また、本公開買付

届出書（本公開買付者らが、平成 23 年７月 29 日に提出した公開買付届出書の訂正届出書及び平成 23 年８

月 19 日に提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）によれば、本公開買付

者らとジャパンファインアーツは、平成 23 年８月 19 日、当社の意見表明の内容及び本公開買付け後におけ

る本公開買付者らの株式所有割合が過半数（14,383,565 株）となるように下限を引き下げる買付条件の変更

にかかわらず、本応募契約の効力を維持する旨を確認した覚書を締結しているとのことです。 
 
８．今後の見通し 
（訂正前） 

上記のとおり、当社は、本公開買付けに対して反対の意見を表明すること、並びに、当社の株主及び新株

予約権の保有者の皆様に対し本公開買付けへの応募を推奨しないことを決議しております。なお、今後本公

開買付けの条件に変更が生じた場合の対応については、現時点において未定です。当社の意見の内容に変更

が生じた場合には、速やかに開示いたします。 
当社は、今後も引き続き、当社の収益向上と企業価値の増大を図るための様々な方策を検討し、株主価値

の向上に努めてまいる所存ですので、株主の皆様におかれましては、本公開買付けに対して慎重に行動して

いただきますようお願い申し上げます。 

 
（訂正後） 

上記のとおり、当社は、本公開買付けに対して反対の意見を表明すること、並びに、当社の株主及び新株

予約権の保有者の皆様に対し本公開買付けへの応募を推奨しないことを決議しております。なお、本買付条

件等変更による当社の意見の内容の変更はございません。今後更に本公開買付けの条件に変更が生じた場合

の対応については、現時点において未定です。当社の意見の内容に変更が生じた場合には、速やかに開示い

たします。 
当社は、今後も引き続き、当社の収益向上と企業価値の増大を図るための様々な方策を検討し、株主価値

の向上に努めてまいる所存ですので、株主の皆様におかれましては、本公開買付けに対して慎重に行動して

いただきますようお願い申し上げます。 

 
以 上 

 

 


